
本
書
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
議
会
開
設
前
後
か
ら
明
治
三
三
年
の

政
友
会
成
立
に
い
た
る
一
〇
年
の
政
治
史
を
、
個
々
の
内
閣
の
政
権
交
代
方
式
に

即
し
て
通
時
的
に
分
析
し
た
研
究
書
で
あ
る
。
元
来
、
明
治
憲
法
に
「
内
閣
」
の

規
定
は
な
く
、
ま
た
単
独
輔
弼
制
の
た
め
閣
僚
が
連
帯
責
任
を
負
う
義
務
が
な
い

に
も
拘
ら
ず
、
総
辞
職
慣
行
は
比
較
的
早
期
に
定
着
し
た
。
こ
う
し
た
総
辞
職
慣

行
の
定
着
が
、
実
は
政
党
と
官
僚
閥
が
交
互
に
政
権
を
担
当
す
る
「
桂
園
体
制
的

な
シ
ス
テ
ム
」
の
形
成
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
明
治
立
憲
制
の
知
ら
れ
ざ
る
一

面
を
照
射
す
る
と
捉
え
た
点
に
、
著
者
の
視
点
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
。
本
書
に

先
行
す
る
業
績
（
１
）
に
よ
っ
て
内
閣
機
能
強
化
に
関
す
る
論
点
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
本
書
の
よ
う
に
二
つ
の
過
程
の
交
錯
を
考
察
し
た
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

著
者
は
明
治
期
の
「
吏
党
」
に
関
す
る
一
連
の
先
駆
的
研
究
で
知
ら
れ
、
そ
の

後
伊
藤
博
文
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
心
を
移
し
て
発
表
し
た
「
選
挙
法
改
正
問

題
と
伊
藤
新
党
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
八
―
一
一
、
一
九
九
八
）、「「
第
一
内
閣

規
約
」
再
考
」（『
日
本
歴
史
』
七
一
四
、
二
〇
〇
七
）
の
二
論
文
を
中
心
に
、
過

去
の
諸
論
文
の
成
果
を
組
み
込
ん
で
ま
と
め
直
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序

章

課
題
と
視
角

第
一
章

内
閣
制
度
を
め
ぐ
る
諸
潮
流

第
二
章

初
期
議
会
と
内
閣
機
能
強
化
問
題

第
三
章

画
期
と
し
て
の
元
勲
内
閣

第
四
章

日
清
戦
争
後
に
お
け
る
権
力
状
況

第
五
章

連
帯
責
任
的
内
閣
交
代
の
定
着

終

章

総
括
と
展
望

序
章
で
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
政
治
史
分
析
に
あ
た
っ
て
、
政
策
対
立
の
側
面

よ
り
も
内
閣
制
度
そ
れ
自
体
の
論
理
を
重
視
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
坂
野
潤
治
氏

の
「
一
九
〇
〇
年
体
制
」
論
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
と
の
差
異
を
主
張
す
る
。

第
一
章
は
、
太
政
官
制
を
支
え
た
各
参
議
間
の
「
調
整
・
談
合
シ
ス
テ
ム
」
が

機
能
不
全
に
陥
り
、
新
設
の
内
閣
制
の
下
で
議
会
開
設
ま
で
に
複
数
の
政
治
構
想

【
書
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】
村
瀬
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と
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が
生
成
す
る
過
程
を
描
い
て
い
る
。
参
議
間
の
調
停
役
を
務
め
た
岩
倉
具
視
や
三

条
実
美
の
政
治
的
役
割
が
後
退
す
る
中
、
顕
在
化
し
た
各
省
割
拠
を
解
消
す
べ
く

長
派
主
導
の
全
面
的
な
行
政
機
構
改
革
を
試
み
た
の
は
井
上
馨
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

大
規
模
な
人
事
異
動
を
伴
う
井
上
の
「
内
閣
長
」
構
想
は
伊
藤
に
採
用
さ
れ
な
い
。

結
果
と
し
て
誕
生
し
た
第
一
次
伊
藤
内
閣
で
は
、
薩
長
均
衡
を
前
提
と
す
る
既
存

の
権
力
配
置
に
相
応
の
配
慮
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
特
定
の
省
に
蟠
踞

す
る
諸
大
臣
の
存
在
は
、「
内
閣
職
権
」
が
掲
げ
る
大
宰
相
主
義
の
建
前
と
長
期

的
に
は
背
反
す
る
危
険
を
孕
む
も
の
の
、
立
憲
体
制
の
構
築
に
向
け
各
省
の
迅
速

な
政
策
展
開
が
要
請
さ
れ
る
政
治
状
況
に
は
、
む
し
ろ
即
応
力
を
有
し
て
い
た
。

閣
内
の
合
意
形
成
の
不
在
を
批
判
す
る
論
理
は
当
初
、
谷
干
城
の
よ
う
な
政
府
内

非
主
流
派
の
自
己
主
張
と
親
和
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
明
治
憲
法
第
五
五
条
に
結
実
す
る
単
独
輔
弼
規
定
は
、
政
党
内
閣

否
認
の
原
則
を
確
認
し
た
に
と
ど
ま
り
、
連
帯
責
任
の
可
能
性
ま
で
排
除
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
大
宰
相
主
義
と
各
省
分
任
が
曖
昧
に
共
存
す
る
状
況
を
前
に
、

ま
さ
に
こ
の
方
向
か
ら
政
治
シ
ス
テ
ム
全
体
へ
問
題
を
投
げ
か
け
た
の
が
、
井
上

の
自
治
党
構
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
来
の
研
究
と
異
な
り
、
著
者
は
自
治
党
を

内
閣
論
の
文
脈
に
位
置
づ
け
、
伊
藤
ら
が
重
視
す
る
、
薩
長
均
衡
に
基
づ
く
微
調

整
的
政
権
交
代
を
崩
す
可
能
性
を
秘
め
た
構
想
だ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
自
治
党
の

眼
目
は
政
策
方
針
公
示
に
あ
り
、
政
権
全
体
の
明
確
な
責
任
を
設
定
し
た
上
で
世

論
誘
導
を
通
じ
た
閣
内
の
強
固
な
意
志
統
一
を
志
向
し
た
も
の
の
、
そ
の
反
薩
派

的
性
格
と
「
分
権
の
主
義
」（
四
〇
頁
）
が
伊
藤
の
薩
長
均
衡
論
と
大
宰
相
主
義

に
抵
触
し
、
井
上
と
伊
藤
は
再
び
す
れ
違
う
。
し
か
し
、
自
治
党
が
提
起
し
た
閣

内
意
志
統
一
の
論
点
は
、
超
然
主
義
演
説
の
後
も
黒
田
内
閣
に
少
な
か
ら
ぬ
刻
印

を
残
し
た
。
条
約
改
正
問
題
に
際
し
「
内
閣
職
権
」
の
不
備
を
衝
く
形
で
閣
議
の

軽
視
を
貫
い
た
黒
田
の
政
治
手
法
が
批
判
を
呼
び
、
事
実
上
の
総
辞
職
的
手
続
き

が
取
ら
れ
か
け
る
ま
で
混
乱
が
極
大
化
す
る
と
、
続
く
三
条
内
閣
で
は
、
藩
閥
内

の
亀
裂
修
復
を
含
意
し
た
内
閣
制
度
改
革
が
急
速
に
焦
点
化
す
る
。
こ
の
「
内
閣

官
制
」
制
定
の
過
程
で
行
政
機
関
と
し
て
の
内
閣
の
制
度
的
枠
組
が
明
確
に
な
る

に
つ
れ
、
内
閣
機
能
を
め
ぐ
る
基
底
的
な
対
立
軸
が
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
、

元
来
首
相
の
地
位
を
「
内
閣
の
議
長
」
と
捉
え
て
合
議
を
重
視
し
て
い
た
井
上
は
、

大
宰
相
的
政
治
指
導
を
追
求
す
る
伊
藤
的
論
理
に
こ
こ
で
合
流
す
る
。
だ
が
こ
れ

に
対
し
て
は
、
首
相
の
優
越
性
と
閣
議
の
多
数
決
原
理
の
双
方
を
否
定
す
る
山
田

顕
義
の
有
力
な
異
論
が
浮
上
し
、
天
皇
を
正
当
化
根
拠
に
利
用
す
る
「
大
臣
責
任

の
原
理
」
を
掲
げ
て
単
独
輔
弼
制
に
新
た
な
政
治
的
意
味
を
付
与
し
た
。
山
田
の

論
理
は
や
が
て
松
方
正
義
や
山
県
有
朋
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

こ
う
し
て
「
内
閣
官
制
」
は
、
相
反
す
る
志
向
を
折
衷
し
、
連
帯
責
任
の
可
否

を
含
む
重
要
な
論
点
を
曖
昧
な
ま
ま
棚
上
げ
し
た
政
治
的
文
書
と
し
て
成
立
し
た
。

し
か
し
、
伊
藤
的
論
理
の
も
と
に
結
集
し
た
、
�
「
内
閣
職
権
」
以
来
の
首
相
指

導
力
強
化
と
、
�
連
帯
責
任
的
観
念
を
胚
胎
し
た
自
治
党
の
系
譜
を
引
く
内
閣
機

能
強
化
、
と
い
う
二
つ
の
課
題
が
、
さ
ら
な
る
一
体
性
を
獲
得
す
る
に
は
、
議
会

開
設
と
い
う
一
大
契
機
が
必
要
で
あ
っ
た
。
初
期
議
会
期
に
は
、「
内
閣
官
制
」

の
原
則
に
沿
っ
て
、
こ
の
両
課
題
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
局
面
で
具
体
化
し
て
い
く
。

最
初
の
試
金
石
と
な
っ
た
の
は
、
第
二
章
が
取
り
上
げ
る
第
一
次
松
方
内
閣
で

あ
っ
た
。
前
任
の
第
一
次
山
県
内
閣
は
政
権
交
代
に
あ
た
り
薩
長
均
衡
に
配
慮
し

た
微
調
整
的
方
式
を
踏
襲
し
た
も
の
の
、
改
造
後
の
松
方
内
閣
に
は
松
方
以
外
の

元
勲
級
指
導
者
が
入
閣
し
て
お
ら
ず
、
既
往
の
閣
議
の
空
洞
化
に
鑑
み
た
首
相
指

導
力
強
化
の
路
線
と
、
閣
外
か
ら
非
制
度
的
に
介
入
す
る
集
団
指
導
体
制
の
路
線

を
、
と
も
に
活
性
化
す
る
余
地
が
あ
っ
た
。
前
者
は
主
に
松
方
首
相
―
内
務
省
ラ

イ
ン
に
よ
り
進
め
ら
れ
、
第
一
に
天
皇
へ
の
頻
繁
な
拝
謁
と
親
政
府
系
議
員
の
組

織
化
を
通
じ
た
内
閣
の
権
力
基
盤
拡
大
を
、
第
二
に
集
団
指
導
体
制
か
ら
の
自
立
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を
図
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
を
代
表
す
る
の
が
、
伊
藤
と
井
上
の
出
先
的
立

場
に
あ
っ
た
陸
奥
宗
光
農
商
相
が
主
導
し
た
政
務
部
構
想
で
あ
る
。
伊
藤
―
陸
奥

ラ
イ
ン
は
政
務
部
を
通
じ
て
対
議
会
・
政
党
政
策
の
権
限
を
一
元
化
し
た
上
で
、

内
閣
機
能
強
化
か
ら
首
相
指
導
力
強
化
を
切
断
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
切
断
の

政
治
性
を
察
知
し
た
内
務
省
の
反
発
を
惹
起
し
、
唐
突
に
す
ぎ
た
伊
藤
新
党
構
想

に
逢
着
す
る
。
双
方
の
路
線
が
行
き
詰
ま
る
中
、
両
者
の
妥
協
点
を
探
っ
た
最
後

の
内
閣
機
能
強
化
の
試
み
が
、
伊
藤
と
西
郷
従
道
の
二
頭
体
制
に
よ
る
薩
長
協
力

の
政
党
構
想
で
あ
っ
た
。
だ
が
結
局
国
民
協
会
に
収
斂
し
、
統
一
方
針
を
欠
い
た

ま
ま
迷
走
を
続
け
た
松
方
内
閣
は
空
中
分
解
に
近
い
倒
壊
を
遂
げ
て
し
ま
う
。

以
上
見
た
松
方
内
閣
の
経
験
を
学
習
し
た
成
果
は
、
続
く
第
二
次
伊
藤
内
閣
の

方
針
に
大
幅
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
で
に
伊
藤
周
辺
で
は
、
第
一

議
会
前
後
か
ら
「
内
閣
官
制
」
を
改
正
し
、「
各
部
行
政
」
と
異
な
る
「
大
政
」

の
領
域
に
お
い
て
首
相
の
指
導
力
を
保
障
す
る
構
想
が
生
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た

大
宰
相
主
義
を
実
質
的
に
担
保
す
る
た
め
伊
藤
が
い
か
な
る
政
治
的
工
夫
を
凝
ら

し
た
か
を
、
ス
マ
ー
ト
に
論
じ
た
の
が
第
三
章
で
あ
る
。
伊
藤
は
第
一
に
、
閣
議

で
の
首
相
主
導
を
容
易
に
す
る
た
め
、
特
定
の
省
と
縁
故
の
深
い
諸
大
臣
の
配
置

転
換
を
行
っ
た
。
第
二
に
、
対
議
会
・
政
党
政
策
を
一
元
的
に
管
理
す
る
た
め
、

属
僚
の
伊
東
巳
代
治
（
内
閣
書
記
官
長
）
―
末
松
謙
澄
（
法
政
局
長
官
）
の
ラ
イ

ン
を
重
用
し
た
。
集
会
及
政
社
法
改
正
に
よ
っ
て
政
党
対
策
に
占
め
る
内
務
省
の

比
重
が
低
下
す
る
中
、
伊
東
―
末
松
ラ
イ
ン
は
自
由
党
と
パ
イ
プ
を
持
つ
陸
奥
外

相
を
も
凌
ぐ
影
響
力
を
発
揮
し
た
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
各
省
の
管
轄
事
項
に
ま

で
広
範
に
踏
み
込
ん
だ
政
策
大
綱
を
起
草
し
、
議
会
誘
導
の
意
図
を
含
ん
だ
積
極

主
義
的
法
案
を
準
備
し
た
。
微
調
整
的
政
権
交
代
に
明
白
な
限
界
を
感
じ
て
い
た

伊
藤
に
と
っ
て
、
内
閣
に
か
か
る
強
固
な
政
策
的
結
集
軸
を
築
く
こ
と
は
、
日
清

戦
後
に
実
現
す
る
連
帯
責
任
的
合
意
に
よ
る
総
辞
職
の
布
石
と
な
っ
た
。
こ
の
三

点
を
通
じ
て
、
日
清
戦
争
指
導
に
も
耐
え
た
長
期
政
権
が
現
出
し
た
理
由
を
、
著

者
は
元
勲
網
羅
策
に
で
は
な
く
首
相
固
有
の
政
治
資
源
に
見
出
す
新
鮮
な
視
角
を

提
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
伊
藤
の
首
相
主
導
方
式
が
盤
石
で
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、

本
書
は
十
分
意
識
的
で
あ
る
。
第
一
に
、
対
政
党
折
衝
の
独
占
を
図
る
伊
東
の
硬

直
し
た
姿
勢
は
、
星
亨
と
関
係
の
近
い
陸
奥
外
相
や
井
上
内
相
と
の
緊
張
を
促
進

し
た
。
第
二
に
、
首
相
主
導
方
式
の
政
治
基
盤
は
、
自
由
党
の
支
持
を
期
待
し
う

る
条
約
改
正
向
け
シ
フ
ト
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
伊
東
―
末
松
ラ
イ
ン
の
議
会

操
縦
は
十
全
に
機
能
せ
ず
、
政
党
懐
柔
の
た
め
に
天
皇
の
物
理
的
動
員
ま
で
検
討

さ
れ
た
。
第
三
に
、
山
県
・
井
上
の
内
閣
離
脱
、
蔵
相
就
任
を
要
請
し
た
松
方
と

の
確
執
な
ど
、
元
勲
網
羅
策
の
継
続
も
日
清
戦
争
終
了
前
の
時
点
で
す
で
に
困
難

だ
っ
た
。
集
団
指
導
体
制
か
ら
飛
び
出
し
た
伊
藤
は
、
第
九
議
会
後
に
戦
後
経
営

遂
行
の
た
め
自
由
党
と
の
提
携
を
決
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

続
く
第
四
章
で
は
、
伊
藤
が
口
火
を
切
っ
た
政
党
の
政
権
参
入
の
ル
ー
ト
が
複

線
化
す
る
に
伴
い
、
伊
藤
が
挙
国
一
致
内
閣
構
想
へ
次
第
に
傾
斜
し
て
い
く
力
学

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
薩
派
の
復
権
の
可
能
性
を
失
わ
せ
た
第
二
次
松
方
内
閣

の
後
半
期
に
は
、
伊
藤
首
班
の
下
で
自
由
・
進
歩
両
党
か
ら
の
入
閣
を
目
指
す
挙

国
一
致
内
閣
構
想
が
、
元
勲
網
羅
構
想
と
も
微
妙
に
共
振
し
つ
つ
、
相
応
の
求
心

力
を
獲
得
し
て
い
た
。
伊
藤
は
自
由
党
の
み
と
の
提
携
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伊
藤
の
姿
勢
の
変
化
を
端
的
に
象
徴
す
る
存
在
が
、
土
佐

派
の
凋
落
に
伴
い
影
響
力
を
後
退
さ
せ
て
い
た
伊
東
に
代
わ
り
、
挙
国
一
致
内
閣

構
想
の
支
持
者
と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
陸
軍
の
桂
太
郎
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

藩
閥
内
再
生
産
の
必
要
に
意
識
的
だ
っ
た
伊
藤
は
、
桂
を
初
め
て
入
閣
さ
せ
た
第

三
次
内
閣
で
、
挙
国
一
致
内
閣
の
政
策
的
前
提
と
な
る
べ
き
大
選
挙
区
制
導
入
に

向
け
た
選
挙
法
改
正
法
案
を
提
出
し
、
既
成
政
党
の
改
造
と
新
党
創
設
の
双
方
を
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視
野
に
入
れ
て
首
相
主
導
方
式
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
。

伊
藤
の
攻
勢
は
、
隈
板
内
閣
崩
壊
後
に
本
格
化
す
る
。
第
五
章
が
詳
述
す
る
よ

う
に
、
政
治
シ
ス
テ
ム
改
革
の
色
彩
を
強
く
帯
び
た
選
挙
法
改
正
案
は
、
第
二
次

山
県
内
閣
と
憲
政
党
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
薄
く
、
そ
れ
だ
け
に
両
勢
力
を
架
橋
す

る
伊
藤
の
活
力
の
源
泉
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
二
大
政
党
対
立
型
の
議
会
が
初

め
て
現
出
し
た
こ
と
は
、
両
党
の
支
持
調
達
を
目
指
す
挙
国
一
致
構
想
に
も
適
合

的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
山
県
内
閣
は
貴
族
院
先
議
を
重
視
し
た
新
た
な
議

会
運
営
方
式
を
打
ち
だ
し
、
ま
た
伊
藤
の
首
相
主
導
方
式
・
連
帯
責
任
的
政
権
交

代
に
、
各
省
分
立
主
義
・
微
調
整
的
政
権
交
代
を
対
置
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

両
者
の
対
抗
は
い
ず
れ
も
腰
砕
け
に
終
わ
っ
た
。
山
県
の
側
は
、
第
四
次
伊
藤
内

閣
に
政
権
を
委
譲
す
る
際
、
元
来
忌
避
し
て
い
た
は
ず
の
総
辞
職
の
カ
ー
ド
を
切

る
ほ
か
な
か
っ
た
。
ま
た
伊
藤
も
、
政
友
会
に
連
な
る
新
党
を
、
導
入
し
た
大
選

挙
区
制
下
の
選
挙
を
通
じ
て
改
造
す
る
機
会
を
逸
し
た
。
組
閣
後
に
は
、
長
年
の

大
宰
相
主
義
の
結
語
と
し
て
か
つ
て
否
認
し
た
議
院
内
閣
制
に
到
達
す
る
も
の
の
、

予
算
を
め
ぐ
る
閣
内
対
立
が
統
御
不
能
に
陥
っ
た
末
、
辞
表
提
出
後
の
続
投
を
阻

止
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
総
辞
職
慣
行
の
定
着
を
見
届
け
る
と
い
う
皮
肉
な
結
末

に
い
た
る
。
こ
う
し
て
政
権
交
代
方
式
の
上
で
も
藩
閥
の
第
二
世
代
を
象
徴
す
る

政
治
指
導
者
と
し
て
、
桂
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

終
章
で
は
、
円
滑
で
効
率
の
よ
い
政
権
交
代
方
式
と
議
会
運
営
方
式
が
桂
園
時

代
に
誕
生
し
た
こ
と
が
後
年
の
政
治
に
も
た
ら
し
た
功
罪
を
俯
瞰
し
つ
つ
、
本
書

の
知
見
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
伊
藤
の
大
宰
相
主
義
を
通
奏
低
音
と
し
て

響
か
せ
つ
つ
、
藩
閥
の
曖
昧
な
集
団
指
導
体
制
と
し
て
出
発
し
た
内
閣
が
、
連
帯

責
任
的
観
念
を
前
提
と
す
る
首
相
主
導
方
式
に
結
実
す
る
ま
で
の
段
階
的
変
化
を

丁
寧
に
位
置
づ
け
た
労
作
で
あ
る
。
そ
の
段
階
性
を
、
伊
藤
・
井
上
・
山
県
三
者

の
関
係
に
留
意
し
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

議
会
開
設
を
前
に
、
調
整
と
談
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
依
拠
し
た
従
来
型
の
合
意

形
成
方
式
の
限
界
を
鋭
く
認
識
し
た
自
治
党
構
想
に
よ
っ
て
連
帯
責
任
的
政
権
交

代
の
萌
芽
が
生
じ
、
構
想
が
伊
藤
的
論
理
に
合
流
し
た
こ
と
で
、
単
独
輔
弼
制
に

立
脚
し
た
対
抗
勢
力
の
結
集
が
促
さ
れ
る
（
第
一
章
）。
議
会
が
開
設
さ
れ
る
と
、

対
議
会
・
政
党
政
策
を
一
元
化
す
る
た
め
の
内
閣
機
能
強
化
と
首
相
指
導
力
強
化

の
間
で
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
も
の
の
、
第
二
次
伊
藤
内
閣
が
両
者
を
結
合

し
、
初
の
総
辞
職
を
敢
行
す
る
（
第
二
・
三
章
）。
伊
藤
の
閣
内
指
導
は
自
由
党

と
親
和
的
な
条
約
改
正
向
け
の
シ
フ
ト
に
担
保
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
経
営
遂
行

の
必
要
に
迫
ら
れ
た
日
清
戦
後
期
に
連
帯
責
任
の
基
盤
を
よ
り
強
固
に
す
る
に
は
、

挙
国
一
致
内
閣
構
想
へ
の
旋
回
が
不
可
避
だ
っ
た
（
第
四
章
）。
政
友
会
構
想
も

そ
の
延
長
に
あ
り
、
内
閣
制
度
運
用
を
焦
点
と
す
る
山
県
と
の
対
抗
関
係
が
再
燃

す
る
も
の
の
、
定
着
し
て
い
た
総
辞
職
慣
行
に
両
者
と
も
意
図
に
反
し
て
回
収
さ

れ
て
し
ま
い
、
こ
こ
に
既
存
の
対
抗
関
係
自
体
が
消
滅
す
る
（
第
五
章
）。

こ
う
し
た
知
見
は
、
内
閣
官
制
を
め
ぐ
る
対
立
に
せ
よ
、
松
方
内
閣
の
混
乱
に

せ
よ
、
日
清
戦
後
の
集
権
化
構
想
に
せ
よ
、
個
々
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
新
鮮
な
印

象
を
与
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
は
黒
田
の
内
閣
職
権
運
用
や
集
会
及
政

社
法
改
正
の
理
解
な
ど
、
細
か
な
点
に
も
著
者
の
独
自
の
創
見
を
見
出
し
う
る
が
、

本
書
の
意
義
は
何
よ
り
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
の
把
握
を
可
能
に
し
た
点
に
あ
る
。

本
書
の
行
論
で
最
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
第
二
次
伊
藤
内
閣
の
政
治
構
想
と

日
清
戦
後
の
伊
藤
の
政
治
構
想
の
あ
い
だ
に
変
化
を
見
出
す
着
眼
点
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
時
点
に
お
い
て
大
宰
相
的
政
治
指
導
の

ピ
ー
ク
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
の
陰
り
を
察
知
し
た

伊
藤
の
挙
国
一
致
内
閣
構
想
へ
の
旋
回
と
そ
の
挫
折
を
、
選
挙
法
改
正
問
題
の
再
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解
釈
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
段
階
的
変
化
の
析
出
は
、
先
行

研
究
へ
の
鋭
い
批
判
を
含
む
。
媒
介
項
が
経
済
問
題
で
あ
れ
、
外
交
問
題
で
あ
れ
、

政
友
会
成
立
に
結
実
す
る
伊
藤
と
自
由
党
の
提
携
の
構
造
的
な
不
可
避
性
は
、
先

行
研
究
で
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
清
戦
前
と
戦
後
の
政
治
環

境
の
質
的
差
異
を
ふ
ま
え
、
内
閣
制
の
構
造
変
容
を
内
在
的
に
分
析
す
る
に
は
、

提
携
の
不
可
避
性
を
与
件
に
す
る
の
で
は
な
く
、
制�

度�

設�

計�

者�

と
し
て
の
伊
藤
に

説
明
変
数
を
絞
っ
た
歴
史
記
述
が
、
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
伊
藤
を
、
憲
法
観

や
政
治
観
か
ら
論
じ
る
道
を
選
ば
ず
、
そ
の
曲
折
を
凝
視
し
続
け
る
本
書
の
背
後

に
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

実
際
、
歴
史
の
複
雑
性
を
引
き
受
け
る
著
者
は
、
議
会
内
閣
制
的
シ
ス
テ
ム
に

収
斂
す
る
伊
藤
構
想
の
実
現
過
程
を
単
線
的
に
記
述
す
る
方
法
を
取
っ
て
は
い
な

い
。
重
要
な
の
は
、
大
宰
相
主
義
が
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
複

数
の
代
替
選
択
肢
が
そ
の
都
度
提
示
さ
れ
る
中
、
大
宰
相
主
義
を
政
治
的
に
基
礎

づ
け
る
論
理
が
い
か
に
変
遷
し
た
か
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
変
遷
の
陰
影
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
内
閣
運
用
方
式
（
大
宰
相

主
義
か
各
省
大
臣
分
任
主
義
か
）
と
内
閣
辞
職
方
式
（
連
帯
責
任
的
政
権
交
代
か

微
調
整
的
政
権
交
代
か
）
は
あ
く
ま
で
相
関
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
直
接
の
因

果
関
係
に
な
い
だ
け
に
、
論
理
の
変
遷
の
析
出
は
容
易
で
な
い
。
政
権
交
代
の
あ

り
方
自
体
が
政
治
的
目
標
と
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
よ
っ
て
総
辞
職
慣
行
定
着

の
政
治
過
程
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
首
相
指
導
力
強
化
の
政
治
過
程
を
描
く
こ

と
を
通
じ
て
間
接
的
に
そ
れ
を
映
し
出
す
ほ
か
な
い
。
い
か
な
る
政
治
的
苦
境
に

陥
っ
て
も
議
会
・
政
党
対
策
は
首
相
専
管
事
項
と
い
う
原
則
を
「
守
り
抜
い
た
」

（
二
六
一
頁
）
や
や
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
伊
藤
像
が
導
か
れ
る
反
面
、
伊
藤
の
「
個
人

プ
レ
ー
」（
三
一
三
頁
）
を
見
つ
め
る
著
者
の
視
線
が
ど
こ
と
な
く
冷
や
や
か
な

の
は
、
本
書
の
伊
藤
理
解
が
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
を
政�

治�

指�

導�

者�

と
し
て
の
伊
藤
に
即
し
て
読
む
の
は
、
必

ず
し
も
著
者
の
意
図
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
だ
ろ
う
。
序
章
が
示
す
よ
う
に
、
本
書

の
独
自
性
は
藩
閥
対
政
党
と
い
っ
た
政
治
集
団
間
の
対
立
と
協
調
を
通
じ
て
で
は

な
く
、「
政
治
シ
ス
テ
ム
」
の
合
理
化
過
程
を
通
じ
て
「
政
治
史
と
制
度
史
の
境

界
領
域
」（
三
一
七
頁
）
を
透
視
し
よ
う
と
す
る
問
題
設
定
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
藩
閥
」
と
は
「
制
度
化
の
客
体
」
の
同
義
語
で
あ
り
、
元
老
集
団
が

長
ら
く
発
揮
し
た
よ
う
な
調
整
能
力
が
語
法
に
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
こ
う
し

た
、
い
わ
ば
「
藩
閥
論
な
き
藩
閥
論
」
と
い
う
立
ち
位
置
ゆ
え
に
、
著
者
は
制
度

設
計
者
と
し
て
の
伊
藤
の
構
想
の
射
程
を
眺
望
し
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
本
書
の
先
行
研
究
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
突
き
つ
め
る
な
ら
ば
、
伊
藤

の
挙
国
一
致
内
閣
構
想
（
政
友
会
構
想
）
と
い
う
歴
史
上
の
可
能
性
を
提
示
す
る

こ
と
は
、
そ
の
不
可
能
性
を
よ
り
構
造
的
に
理
解
す
る
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
最
終
的
に
は
憲
政
党
中
心
に
収
斂
し
た
政
友
会
が
伊
藤
の
「
理
想
通
り

に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」（
二
九
一
頁
）
に
せ
よ
、「
理
想
」
を
放
擲
し
て
憲
政

党
と
の
単
独
提
携
路
線
に
再
帰
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
伊
藤
な
り
の
制
度
理
解
に

基
づ
く
政
治
的
計
算
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
計
算
の
存
在
を
想
定

し
た
上
で
伊
藤
の
限
界
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
そ
の
問
い
は
、
第
二
次
内
閣
成
立
時
点
で
の
達
成
が
、
強
固
な
権
力
基
盤
に

も
拘
ら
ず
な
ぜ
変
化
を
迫
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

よ
り
内
在
的
か
つ
強
力
な
因
果
関
係
を
抽
出
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
最
終
的
に
生
み
の
親
た
る
人
物
さ
え
疎
外
し
て
い
く
「
シ
ス
テ
ム
」

の
分
析
を
掲
げ
た
本
書
に
、
人
物
に
関
す
る
問
い
を
投
げ
か
け
る
の
は
あ
ま
り
生

産
的
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
著
者
の
視
線
の
先
に
は

し
ば
し
ば
、
野
村
靖
や
青
木
周
蔵
と
い
っ
た
、
持
ち
合
わ
せ
た
才
能
や
条
件
の
割

に
不
遇
だ
っ
た
中
堅
官
僚
た
ち
の
不
器
用
な
が
ら
も
魅
力
的
な
姿
が
あ
っ
た
（
２
）
。
本
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書
は
今
後
と
も
広
い
読
者
を
動
員
す
る
に
違
い
な
い
書
物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
本

書
が
提
供
す
る
、
明
治
立
憲
制
に
関
す
る
豊
富
な
知
見
に
多
く
依
拠
し
な
が
ら
、

評
者
な
り
の
思
考
の
整
理
を
試
み
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

註（
１
）

三
谷
太
一
郎
「
政
友
会
の
成
立
」（『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
１６

近
代

３
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）。
佐
々
木
�
『
藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
三
）。
西
川
誠
「
参
事
院
の
創
設
―
明
治
一
四
年
政
変

後
の
太
政
官
に
お
け
る
公
文
書
処
理
―
」（『
書
陵
部
紀
要
』
四
八
、
一
九
九

六
）。
坂
本
一
登
「
明
治
二
二
年
の
内
閣
官
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
犬
塚

孝
明
編
『
明
治
国
家
の
政
策
と
思
想
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
）。
ま
た
、

行
政
学
の
立
場
か
ら
、
明
治
二
二
年
六
月
の
井
上
馨
意
見
書
・
第
一
次
松
方

内
閣
の
官
制
改
革
・
政
務
部
構
想
の
三
者
を
通
貫
さ
せ
て
分
析
し
た
近
年
の

論
考
と
し
て
、
牧
原
出
『
行
政
改
革
と
調
整
の
シ
ス
テ
ム
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
九
）
一
二
〇
〜
一
三
二
頁
。

（
２
）

著
者
の
人
物
論
と
し
て
以
下
の
も
の
を
参
照
。「
良
二
千
石
関
口
隆
吉
」

（『
彷
書
月
刊
』
二
―
一
一
〈
特
集
・
明
治
の
地
方
官
〉、
一
九
八
六
）。「
野

村
靖
内
相
の
憂
鬱
」（『
日
本
歴
史
』
六
三
〇
、
二
〇
〇
〇
）。「
青
木
周
蔵
」

（
佐
道
明
広
・
小
宮
一
夫
・
服
部
龍
二
編
『
人
物
で
読
む
近
代
日
本
外
交

史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
）。

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
）
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